
宣 言 日 令和　　２年　　12月　　16日

住 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル29F

県内企業等の名称 株式会社　細田商店

代表者役職 氏名 代表取締役　細田　元尉

はＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた

三側面 ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組

【記載留意点】
・本様式は県のホームページで公開致しますので、様式を修正したり加工しないで御使用ください。
・（様式第３号）ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の基本的取組事項（要件２）に記載いただいた取組内容を踏まえ、
「環境」「社会」「経済」の三側面の全てについて、「ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組」を記載してください。
・指標は数値目標を記載してください。
・ＳＤＧｓのターゲット年である２０３０年に向けた指標をベースにして、取組開始から３年後に向けた指標を記載し
てください。
・ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組の項目には、現時点での数値を御記入ください。

(様式第２号)

指　標

＜2030年に向けた指標＞

全ての社用車を電気自動車にする。
【社用車の電気自動車導入率:100％】

＜取組開始３年後に向けた指標＞
環境

各年1台ずつ電気自動車に移行する。【社用車の電気自動車導入率:75%】

電気自動車の導入（社用車）　　EA21の取
得。優良産廃処理業者認定取得。
＜（現状値）2020年の数値＞
電気自動車1台導入済。
【社用車の電気自動車導入率25％】

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書（要件１）

記

当社は経営理念である「古来よりわが国はヤオヨロズ(八百萬)の物に神が宿ると考え、物を大事に扱
うという教えを大切に思い、廃棄物の処理を行って行く」に基づき行動し、地域社会の発展に貢献す
る。循環社会形成のために努力するという考え方は持続可能な開発目標（SDGｓ）と同じ方向を目指す
ものであり、社員ひとりひとりが誠実に事業活動に取り組むことにより、SDGｓの達成に貢献してい
く。

株式会社　細田商店

取組方針を下記のとおり宣言します。

ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の取組方針

社会

地域振興の為、地元神社や団体への寄付。
＜（現状値）2020年の数値＞
さいたま市氷川神社への寄付:1件
社会貢献活動:0件

＜2030年に向けた指標＞

寄付だけでなく、社会貢献活動も行う。【寄付団体･社会貢献活動:合計５件】

＜取組開始３年後に向けた指標＞

寄付を川越市等他市にも広げる。【寄付団体･社会貢献活動:合計3件】

経済

可能な限り多様な働き方を推進する。
＜（現状値）2020年の数値＞　テレワーク
導入に向け、IT化の導入。
【事務職員のテレワーク利用率:0%】

＜2030年に向けた指標＞

事務所を無人化出来るまでに体制を整える。【事務職員のテレワーク利用率:100%】

＜取組開始３年後に向けた指標＞

交代制でテレワークを行う。【事務職員のテレワーク利用率:30%】


